
　

高
齢
者
で
あ
る
公
的
年
金
受
給
者
の
納
税
の
便べ

ん
ぎ宜

を
図
る
と
と
も
に
、
市
町
村
に
お

け
る
徴
収
の
効
率
化
を
図
る
観
点
か
ら
、
住
民
税
の
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

（
天
引
き
）
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　

年
税
額
の
徴
収
方
法
が
従
来
と
一
部
変
更
に
な
り
ま
す
が
、
税
負
担
額
が
変
わ
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
制
度
の
概
要
】

○
対
象
と
な
る
方

　

前
年
中
に
公
的
年
金
等
の
支
払
い
を
受
け
た
方
で
、
特
別
徴
収
を
行
う
年
度
の
初
日

（
４
月
１
日
）
に
お
い
て
老
齢
基
礎
年
金
等
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
65
歳
以
上
の
方

が
対
象
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
次
の
場
合
に
は
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

◉
老
齢
基
礎
年
金
等
の
給
付
額
の
年
額
が
18
万
円
未
満
で
あ
る
場
合

◉
当
該
年
度
の
特
別
徴
収
税
額
が
老
齢
基
礎
年
金
等
の
給
付
額
の
年
額
を
超
え
る
場
合

◉
１
月
１
日
以
降
、
町
外
に
転
出
し
た
方

※
住
民
税
非
課
税
の
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

○
対
象
と
な
る
税
額

　

厚
生
年
金
、
共
済
年
金
、
企
業
年
金
な
ど
を
含
む
全
て
の
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得

に
対
す
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
で
す
。

※
給
与
等
他
の
所
得
に
係
る
税
額
は
、
年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
ま
せ
ん
。

○
対
象
と
な
る
年
金

　
　

老
齢
基
礎
年
金
ま
た
は
老
齢
年
金
、
退
職
年
金
等
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
ま
す
。

※
い
わ
ゆ
る
２
階
・
３
階
部
分
の
年
金
か
ら
は
特
別
徴
収
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
障
害
年
金
・
遺
族
年
金
か
ら
は
特
別
徴
収
さ
れ
ま
せ
ん
。

１
住
民
税
の
公
的
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
制
度
導
入
に
つ
い
て

○
実
施
さ
れ
る
時
期

　
　

平
成
21
年
10
月
の
支
給
分

　

か
ら
実
施
さ
れ
ま
す
。

○
徴
収
方
法

　

特
別
徴
収
の
開
始
年
度
と

２
年
目
以
降
と
で
は
、
徴
収

の
方
法
に
若

じ
ゃ
っ
か
ん干

の
違
い
が
あ

り
ま
す
。

　

こ
の
改
正
に
よ
り
、
平
成
21
年
度
か
ら
、
給
与
所
得
と
公
的
年
金
所
得
が
あ
る
方
は
、
合
算
せ

ず
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
か
ら
徴
収
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

対
象
と
な
る
方
へ
は
、
６
月
中
旬
ご
ろ
ま
で
に
「
納
税
通
知
書
兼
税
額
決
定
通
知
書
」
に
よ
り

特
別
徴
収
さ
れ
る
税
額
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
先　

税
務
課　

税
務
係　

☎
６
５
・
１
０
７
６

◆年金特別徴収開始年度
（この年度の住民税が 18,000 円の場合）
徴収の
方法

普通徴収
（納付書または口座振替）

特別徴収
（年金天引き）

年金
支給月 ６月 ８月 10 月 12 月 ２月

納付住
民税額

年税額の４分の１ 年税額の６分の１

4,500 円 4,500 円 3,000 円 3,000 円 3,000 円

◆年金特別徴収２年目以降
（この年度の住民税が 16,000 円の場合）
徴収の
方法

特別徴収
（仮徴収）

特別徴収
（本徴収）

年金
支給月 ４月 ６月 ８月 10 月 12 月 ２月

納付住
民税額

年税額の４分の１ 年税額の６分の１

3,000 円 3,000 円 3,000 円 2,400 円 2,300 円 2,300 円

給
与
所
得
に
係
る
住
民
税

公
的
年
金
に
係
る
住
民
税

65
歳
以
上
の
方

特
別
徴
収
（
給
与
天
引
き
）

も
し
く
は
、普
通
徴
収
（
納
付
書
）
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

65
歳
未
満
の
方

※ 

給
与
所
得
と
公
的
年
金
所
得
が
あ
る
方

特
別
徴
収
（
給
与
天
引
き
）

も
し
く
は
、普
通
徴
収
（
納
付
書
）
普
通
徴
収
（
納
付
書
）
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桂
川
町
役
場 

☎
６
５
・
１
１
０
０
（
代
表
） 

FAX 

６
５
・
３
４
２
４

町
政
ト
ピ
ッ
ク
ス


